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2025 年 6 月 

フェアコンサルティンググループは、世界 19 カ国/地域・34 のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの

直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。

現地の情報収集目的などにご活用ください。 

今月の掲載国は、以下のとおりです。（五十音順。国名をクリックすれば該当ページへ飛びます。） 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 
 

 インド 

インドにおける個人所得税 

インド個人所得税法上においての居住者は３種類の居住ステータス（非居住者・通常の居住者・非通常の居住

者）に分類され、そのステータスに応じて課税年度中（４月～翌３月）の所得に対して課税されます。居住ステータ

スはインドへの滞在日数によって決定されるため、出張ベースであっても規定の滞在日数を超えた場合にはインド居住

者として扱われることに注意が必要です。今回はインドの個人所得税について概要をご説明いたします。 

 

●インド個人所得税上の居住ステータス 

・ Non Resident – NR（非居住者） 

・ Resident but Not Ordinary Resident – RNOR（非通常の居住者） 

・ Resident Ordinary Resident – ROR（通常の居住者） 

 

インド個人所得税上の分類は上記の通りとなるため、まずは居住者、非居住者の判定が必要となります。以下に該

当する者はインド居住者となります。（該当しない者は非居住者です） 

・ 課税年度に 182 日以上インドに滞在 

または 

・ 課税年度に 60 日以上インドに滞在、かつ過去 4 課税年度中に通算 365 日以上インドに滞在している場合 

次に、通常の居住者、非通常の居住者判定です。以下に該当する者は通常の居住者となります。 

・ 過去 10 課税年度のうち少なくとも 2 課税年度において居住者である場合 

かつ 

・ 過去 7 課税年度中に 730 日以上インドに滞在している場合 
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●課税範囲 

 上述で決定された居住ステータスに基づく課税範囲は以下の通りです。  
居住ステータス 

所得の性質 NR 

（非居住者） 

RNOR 

（非通常の居住者） 

ROR 

（通常の居住者） 

インド国内で発生した所得 課税 課税 課税 

インド国内で発生したと見做される所得 課税 課税 課税 

インド国内で受領した所得 課税 課税 課税 

インド国内で受領されるであろう所得 課税 課税 課税 

インド国内でコントロールされた事業に 

かかるインド国外で発生・受領した所得 

非課税 課税 課税 

上記以外の全ての所得 非課税 非課税 課税 

 

●個人所得税率 

納税者は新/旧いずれか、自身にとって有利な税率を選択することが可能です。 

【新税率】2025 年課税年度以降 

インド所得税法で定められた一部の所得控除等を利用しない代わりに以下の新税率を提供することができます。 

課税所得金額の区分 2025 年度に適用可能な新税率 

400,000 ルピー以下 0% 

400,000 超～800,000 ルピー以下 5% 

800,000 超～1,200,000 ルピー以下 10% 

1,200,000 超～1,600,000 ルピー以下 15% 

1,600,000 超～2,000,000 ルピー以下 20% 

2,000,000 超～2,400,000 ルピー以下 25% 

2,400,000 ルピー超 30% 

給与所得者は 75,000 ルピーの基礎控除を利用することができます。 
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【旧税率】 

旧税率を選択する納税者には新税率では利用できない様々な税額控除等を利用できるというメリットがあります。 

課税所得金額の区分 従来の税率 

250,000 ルピー以下 0% 

250,000～500,000 ルピー以下 5% 

500,000～1,000,000 ルピー以下 20% 

1,000,000 ルピー超 30% 

 

 

●特定の個人の場合の個人所得税の割戻控除（所得税法第 87A 条） 

居住ステータスが居住者であり旧税率を選択する場合、課税所得が 50 万ルピーを超えない個人は当該個人所得

税から全額の個人所得税または 12,500 ルピーのいずれか低い金額を割戻控除することが可能です。また、居住者で

あり新税率を選択する場合、課税所得が 120 万ルピーを超えない個人は当該個人所得税から全額の個人所得税ま

たは 60,000 ルピーのいずれか低い金額を割戻控除することが可能です。 

 

●申告方法 

所得金額が非課税枠を超える全ての個人は個人所得税申告書の提出が義務付けられています。日本とは異なり

源泉徴収により納税手続きが完了している場合であっても、課税所得金額が非課税枠を超えている場合には提出義

務があることに注意が必要です。非課税枠は下記の通りです。 

・60 歳以下の個人…25 万ルピー/30 万ルピー 

・60 歳超 80 歳以下の個人…30 万ルピー 

・80 歳超の個人…50 万ルピー 

 

●個人所得税申告書の提出期限 

2025 年 3 月課税年度において、従来は課税年度の翌 7 月 31 日が確定申告の期限でしたが 2025 年 9 月

15 日に延⾧されました。 
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●短期滞在者にかかるインドの個人所得税の免除 

給与所得に関して一定の要件を満たす場合、インド国内で発生・受領した所得であっても免税となることが日印租

税条約 15 条にて規定されています。その場合、日本からの出張者等でインド源泉所得がある場合であってもインドで

の納税義務が発生しません。 

・滞在日数基準…当該課税年度または前年度を通じて合計 183 日を超えてインドに滞在しないこと 

・支払地基準…報酬が日本の雇用者から支払われること 

・PE 負担基準…報酬がインド国内に有する恒久的施設によって負担されないこと 

 

以上 

Fair Consulting India Pvt. Ltd. 

Unit No.138, 139 & 140 , 1st Floor, JMD Mega Polis, Sector 48, Sohna Road, Gurgaon, 

Haryana 122-002 INDIA  

Tel:+91 124 410 2637 

岩瀬 雄一（日本国公認会計士）y.iwase@faircongrp.com  

 

 

 インドネシア 

１. 経済法令 

インドネシア法務人権大臣規則 第 21 号／2025 年 

SABH における会社アクセスの遮断に関する新制度 ― 経営陣が留意すべき要点 

2025 年 6 月 10 日、インドネシア法務人権省は法務人権大臣規則第 21 号／2025 年（Permenkumham 

21/2025）を施行した。当該規則は、株式会社（PT）に関する情報へのアクセスを遮断または解除するための法

的手続を制度化するものであり、SABH（Sistem Administrasi Badan Hukum／法人行政システム）上で管

理される法人情報の管理に関する新たな枠組みを提供する。本規則は、従前の法務人権大臣規則第 29 号／

2022 年を正式に廃止し、株主、取締役、外国人投資家を含む多くのステークホルダーに影響を及ぼす可能性が高い。 

 

本制度においては、株主構成、取締役体制、資本構成等、法人の根幹に関わる重要な会社行為の登録手続に

係るアクセスが、一部または全面的に制限され得る。遮断措置の要因としては、相続人間の紛争、株主間の対立、破

産手続の開始等の法的紛争が挙げられ、それぞれのケースにおいては、裁判所の命令書、委任状、相続関係の申立

書類等の正規な法的根拠書類の提出が要件とされている。 
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とりわけ留意すべきは、アクセス遮断が行われた場合、当該会社は SABH 上において一切の法人手続（定款変更、

役員変更、株式異動等）を実施できなくなり、法的地位が凍結されるに等しい状況に陥る点である。これにより、

M&A の実行遅延、企業統治機能の麻痺、IPO 準備の中断等の重大な経営リスクが生じ得る。かかる紛争が解消さ

れた場合、関係当事者は和解合意書、確定判決文、公証人作成の議事録等の証憑書類を提出することにより、ア

クセス解除の申請が可能となる。 

 

2． 経済・社会ニュース 

【インドネシア経済、2025 年以降は平均 4.8％成⾧へ——世界銀行、構造改革の必要性を提言】 

インドネシア経済は、2025 年から 2027 年にかけて平均 4.8％の成⾧が見込まれている。これは、インドネシア政

府が掲げる年間 5％の成⾧目標を下回るものの、世界銀行が 2025 年 6 月に発表した「Indonesia Economic 

Prospects（IEP）」報告書においては、依然としてマクロ経済の基盤が堅調であることが強調されている。報告書で

は、低インフレ、十分な外貨準備、健全な財政運営が経済の回復力を支えていると評価された。また、政府主導の住

宅開発政策および新たに設立された政府系ファンド「Danantara」によって、今後の投資環境も引き続き好調を維持

するとの見通しが示された。一方で、生産性の鈍化傾向を反転させるための構造改革の必要性も指摘されており、特

に中間層の消費回復が鈍いことが今後の成⾧制約となる可能性がある。総じて、本報告は、インドネシア経済の中期

的見通しを安定的かつ漸進的な成⾧軌道と評価する一方で、政策実行の確実性がその成否を左右することを示唆し

ている。 

 

【インドネシア中央銀行、政策金利を 5.50％で据え置き──ルピア安定と物価抑制を優先】 

2025 年 6 月 18 日、インドネシア銀行（BI）は政策金利（7 日物リバースレポ金利）を 5.50％で据え置く決

定を行い、世界的な経済不確実性の中で、ルピアの安定およびマクロ経済の持続可能性を確保する姿勢を明確にし

た。本措置は、ルピアが 4 月以降に約 4％上昇したことによる過度な為替変動を抑制し、燃料・米・輸入品などの必

需品価格の上昇を回避することを目的とする。また、米国連邦準備制度（FRB）の金利（4.25～4.50％）に対し、

十分な金利差を維持することで、海外投資家の信頼を確保し、資本流入の継続を図る戦略的意図がある。 

 

足元の国内インフレ率は引き続き低水準にとどまり、経済成⾧も穏やかに推移していることから、BI は 2025 年後半

に 25 ベーシスポイントの利下げ余地があるとの見解も併せて示唆している。本決定は、成⾧促進と金融安定の両立を

図るため、インフレ・為替・国際資本動向を踏まえた慎重かつ実証的な政策運営を継続する意思を明確にするもので

ある。 
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【外国資本の OTA、恒久的事業体（BUT）未設立の場合インドネシア市場から排除の可能性】 
インドネシア観光省は、外国資本のオンライン旅行代理店（OTA）に対し、恒久的事業体（BUT）の設立を義

務付ける新たな規制枠組みを準備中である。これは、バリ島を中心とする違法宿泊施設のオンライン掲載を是正し、

観光のデジタル・エコシステムを健全化することを目的とする。 観光副大臣ニ・ルー・プスパ氏は、国内外を問わずすべ

ての事業者が同一の規制に従うべきであるとの原則（レベル・プレイング・フィールド）を強調。まずは対話と是正勧告を

行うが、継続的な違反には接続遮断などの強制措置も辞さない方針である。 本規制は、インドネシア貿易大臣規則

第 31 号／2023 年（KP3A 設立）および観光大臣規則第 4 号／2021 年（KBLI 79121）に基づき、税務・

法令上の責任明確化および旅行業許可の取得を外国 OTA に求めるものである。また、観光省は地方政府や関連タ

スクフォースと協働し、宿泊施設の全国的な登録・検証の強化を進めている。 外国 OTA がインドネシアでの事業継続

を望む場合、国内法規・税制・営業許可への完全準拠が不可欠である。 

 

【トランスジャカルタ、新路線 3 本を新設──Jabodetabek 全域を単一公共ネットワークで初の直結】 
トランスジャカルタはこのたび、P11（ブロック M–ボゴール）、D41（サワンガン–ルバック・ブール）、T31（PIK 2–

ブロック M）の 3 路線を新たに開設し、ジャカルタ首都圏（Jabodetabek）を単一のバスネットワークで初めて直接接

続する体制を整えた。これにより、これまで断片的であった近郊都市とジャカルタ都心部との間の移動が、 乗り換え不

要で、ジャボデタベック全域を初めて一体化した公共バスネットワークとして機能する。本路線拡張により、ボゴール・デ

ポック・タンゲランといった都市圏主要エリアと、ブロック M やルバック・ブールといった中心業務地区との間のアクセスが大

幅に強化されるとともに、通勤者や⾧距離利用者に対する利便性も飛躍的に向上する。トランスジャカルタは、都市間

の一体的移動を可能とする費用対効果の高い公共インフラとしての地位を一層強化し、持続可能な都市成⾧と労働

移動の円滑化に資する交通基盤としての役割を果たしつつある。 

以上 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia 

TEL:+62 21 570 6215  

加藤 寛（日本国公認会計士）hi.kato@faircongrp.com 

Pahala Alexandra Lumbantoruan（Alex、コンサルタント）alexandra@faircongrp.com 

                                     YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U 

https://youtu.be/cIMdKlolMSI 
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 オーストラリア  

2025-26 年度各種料率等の変更 

オーストラリアの事業年度は毎年 7～6 月となっており、新年度の始まる 2025 年 7 月 1 日より料率等が変更と

なるものがありますので、以下紹介いたします。 

① Superannuation（確定拠出年金）保証率の変更 

雇用主は給与額に一定の保証率（Super guarantee percentage）を乗じた金額を支払う義務が

ありますが、この保証率が 2025 年 7 月 1 日より変更となります（11.50%→12.00%）。これまでの保

証率の推移は下表の通りとなっていますが、来年度以降の料率の上昇は現状予定されていません。 

2021 年 7 月 1 日～2022 年 6 月 30 日 10.00% 

2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30 日 10.50% 

2023 年 7 月 1 日～2024 年 6 月 30 日 11.00% 

2024 年 7 月 1 日～2025 年 6 月 30 日 11.50% 

2025 年 7 月 1 日～ 12.00% 

（出所:オーストラリア国税庁（ATO: Australian Taxation Office）ウェブサイト） 

② ASIC 各種登記費用の変更 

オーストラリア証券投資委員会（ASIC: Australian Securities and Investments Commission）

に対する各種登記費用等が 2025 年 7 月 1 日より下表の通り変更となります（主なもののみを記載）。 

（単位:豪ドル） 

登記内容 変更前 

2025 年 6 月 30 日まで 

変更後 

2025 年 7 月 1 日から 

法人設立登記料 

（株式会社の場合） 
597.00 611.00 

法人登記年次更新 

（非公開会社で特別目的会社を除く） 
321.00 329.00 

通知延滞料 

（1 ヶ月以内の遅延） 
96.00 98.00 

通知延滞料 

（1 ヶ月超の遅延） 
401.00 411.00 

   （出所:オーストラリア証券投資委員会（ASIC: Australian Securities and Investments Commission）

ウェブサイト） 
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※ 当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

                                                                  以上 

 

 

 シンガポール 

シンガポールの Quota（クオータ）制度について 

Quota（クオータ）は、シンガポール国民の職を守るために規定される外国人従業員の採用可能枠です。業種

(Sector)やローカル従業員数(シンガポール人及び永住権保有者)に応じて、企業ごとに外国人を何人まで雇用出来

るか異なります。企業の業種は、企業が MOM へ業務内容を申告する際に、MOM が企業に対し適切な業種を割り当

てます。企業自身は EPOL/WPOL から自社の業種を確認する事が可能ですが、第三者が当該企業の業種を確認す

ることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel:+61 3 9225 5013 

讃岐 修治（豪州公認会計士）sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司（日本国公認会計士/米国公認会計士/豪州・ニュージーランド国勅許会計士） 

hi.torii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/7ORNm--fGSc 
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No. 業種(Sector) 内容 

1. 建設業(Construction) シンガポールにおいて土木、建設工事の事業を提供するもの 

2. 製造業(Manufacturing) 工場登記･登録を有し、工業区域にて機械装置を用いた製造を

行う事業等。食品加工では食品庁(SFA)の認可を有するもの 

3. 造船業(Marine shipyard) 造船もしくは船舶修理を主な事業とし、造船所もしくは造船所から

の委託を受けるもの 

4. 石油･化学･医薬製造業(Process) 石油、化学、医薬品等の工場設備やプラント設備等の建設、メン

テナンスを提供するもの 

5. サービス業(Service) 以下のサービスを提供するもの 

① 金融、保険、不動産、情報通信、ビジネスサービス 

② 輸送、保管、通信サービス 

③ 商業（小売・卸売業） 

④ 地域・社会・個人向けサービス（家事労働者を除く） 

⑤ ホテル 

⑥ レストラン、喫茶店、フードコート、その他認可された食品施設

（ホーカー・露店を除く） 

 

Quotaは、以下の通り計算します。 

 

外国人労働者(MWs)雇用可能者数 = ①ローカル従業員数 × ②業種係数 

 

① ローカル従業員 

LQS count (LQS : Local Qualifying Salary)と呼ばれ、次の通り計算。 

- 1 LQS count   = 月額S$1,600以上のシンガポール人及び永住権保有者 

- 0.5 LQS count  = 月額S$800~S$1,600のシンガポール人及び永住権保有者 

※ MOMは計算データとして３ヶ月間のCPF申告数値を参照する。同一人物のLOQ countは一人２社まで。１社

の中で複数のCPFアカウントを作成したとしても、同一人物のCPFを複数申告してはならない。 
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② 業種係数 

DRC (Dependency Ratio Ceiling) を基に計算され、業種別に以下の通り。 

 

業種 DRC 業種係数 

建設業(Construction)、石油･化学･医薬製造業(Process) 83.3％ 1 LQS × 5 

造船業(Marine shipyard) 77.8％ 1 LQS × 3.5 

製造業(Manufacturing) 60％ 1 LQS × 1.5 

サービス業(Service) 35％ 1 LQS × 0.538462 

 

以上 

 

 タイ  

【デジタル資産売却益に対する所得税を 2029 年末まで免除】 

2025 年 6 月 17 日、タイ内閣はデジタル資産（仮想通貨やデジタルトークン）の取引で得た譲渡益に対する個

人所得税を免除する措置を正式に承認しました。免除期間は 2025 年 1 月 1 日から 2029 年 12 月 31 日までの

5年間で、タイ証券取引委員会（SEC）のライセンスを取得した取引所、ブローカー、ディーラーを通じた取引のみが対

象となります。 

 

この税制優遇措置は、タイをアジアにおけるデジタル資産取引・管理の中心地とする国家戦略の一環となります。

ジュラプン・アモーンウィワット副財務大臣は、ライセンスを持つ取引所や仲介業者を通じた取引に限定することで、不正

資金の流入を防ぎ、投資家保護を徹底し、国際基準に沿った透明で健全な市場を構築する意図を明らかにしていま

す。 

 

さらに、本政策は FATF（金融活動作業部会）基準や OECD の暗号資産報告枠組み（CARF）に準拠し、国

際的な情報交換と透明性の確保を重視しています。金融犯罪リスクの低減と、持続可能な市場成⾧の両立を目指

す方針となります。 

Fair Consulting Singapore Pte. Ltd. 

8 Temasek Boulevard #35-02A Suntec Tower Three, Singapore 

TEL:+ 65 6338 3180 

道中 泰雄（日本国公認会計士/公認内部監査人）ya.michinaka@faircongrp.com 

伊藤 潤哉（日本国公認会計士）ju.ito@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

                          https://youtu.be/T3Jp3zIdM80  



 
     フェアコンサルティング グループ 

FCG ニュースレター 

東南アジア・インド・オセアニア  
 

                                            
www.faircongrp.com © 2025 Fair Consulting Group All rights reserved. 
JAPAN - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka / CHINA - Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Beijing, Guangzhou, Chengdu / HONG KONG - Hong Kong / VIETNAM - Hanoi, Ho Chi Minh / SINGAPORE - 
Singapore / INDIA - Gurgaon, Chennai, Bangalore / TAIWAN - Taipei, Taichung / INDONESIA - Jakarta / THAILAND - Bangkok / MALAYSIA - Kuala Lumpur / PHILIPPINES - Manila / MEXICO - 
Leon / AUSTRALIA - Melbourne / GERMANY – Munich, Düsseldorf / USA - New York, Los Angeles, Dallas / ISRAEL - Tel Aviv / NEW ZEALAND - Auckland / THE NETHERLANDS – Amsterdam / UK 
- London 

タイ政府は本措置により、外国資本や新規取引所の参入促進、中期的な 10 億バーツ超の税収増、国内デジタル

経済の底上げを期待しています。さらに、取引所トークンの上場ルール整備、観光客向けの仮想通貨決済の実証実

験など、関連施策も進められています。 

 

今後は、規制環境のさらなる整備や、観光・商取引分野における仮想通貨活用の広がりが注目されます。 

 

タイ内閣ホームページ 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/97567  

以上 

Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

18th Floor, 29 Bangkok Business Center, Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Sukhumvit Road, 

Klongton Nuae, Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

Tel:+ 66 2 726 9772 

大谷 祐輔（日本国公認会計士）yu.otani@faircongrp.com 

山本 有里子（コンサルタント）yu.yamamoto@faircongrp.com 

中島 弘貴（日本国公認会計士）hi.nakajima@faircongrp.com 

 

 

 ニュージーランド 

2025 年度ニュージーランド国家予算（Budget 2025）について 

2025 年 5 月 22 日、ニュージーランド連立政権は「Budget 2025（2025／26 年度国家予算）」を発表しまし

た。本予算は、財政健全化の推進と、将来を見据えた戦略的投資の両立を主な方針としています。 

 

成⾧戦略と投資促進策 

政府は、民間投資を刺激し経済成⾧を後押しする「Investment Boost（投資促進パッケージ）」を導入しました。 

1. 設備投資に対する税控除の導入 

企業が取得する機械・設備等に対して、通常の減価償却に加え、取得価額の 20％を即時に控除できる制度が

設けられます。2025 年 7 月以降に取得される資産が対象です。 

2. 外国直接投資の促進 

政府は「Invest New Zealand」という新たな機関を設置し、海外からの直接投資誘致活動を強化します。 

3. 規制改革と人材誘致の推進 

政府調達ルールの見直しや、「デジタルノマドビザ」の導入により、高度人材の海外からの受け入れを加速させます。 
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脱税・租税回避対策の強化 

税の公平性と徴税効率の向上を目的に、以下のような対策が講じられます。 

1. 高額所得者に対する情報開示要件の強化 

海外信託やタックスヘイブンを活用した所得移転に対して、より厳格な報告義務を課す方針です。 

2. 税務調査体制の強化 

Inland Revenue（IRD）は AI を活用したリスク分析を導入し、重点分野における調査能力を拡充します。 

3. 国際的な情報交換枠組みの強化 

CRS（共通報告基準）等を通じた、各国税務当局との協力体制をさらに強化します。 

 

KiwiSaver の見直し（年金積立制度） 

将来の年金制度の持続可能性を確保するため、KiwiSaver 制度には以下の改正が加えられます。 

1. 政府拠出額の削減 

これまで年間 NZD 1,042.86 以上を拠出した加入者には最大 NZD 521.43 が政府から支給されていました

が、この上限が NZD 260 へ引き下げられます。 

2. 高所得者に対する政府支給の打ち切り 

年間所得が税引前で NZD 180,000 を超える加入者は、政府からの補助拠出の対象外となります。 

3. 最低拠出率の引き上げ 

労働者の自己拠出率は、現行の 3％から段階的に 4％へ引き上げられる予定です。なお、雇用主による拠出

（通常 3％）については、現時点で変更はありません。 

 

公共サービスとインフラへの重点投資 

政府は、以下の重点分野に対し、引き続き戦略的な資金投入を行います。 

1. 保健医療 

がん治療薬の導入、救急体制の強化、ならびに病院インフラの再整備を進めます。 

2. 教育 

特別支援教育や早期介入体制の整備に加え、独立学校への資金支援も強化されます。 

3. 治安・司法 

薬物対策や青少年支援施設への資金配分を含め、治安維持に向けた施策を強化します。 

4. 防衛 

防衛予算を GDP 比 1％から 2％へ倍増し、海上・空中装備の近代化を進めます。 

5. 外交・国際援助 

太平洋諸国への ODA およびアジア地域との関係強化に向けた資金提供が拡充されます。 
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 フィリピン 

1. 非居住デジタルサービス提供者（NRDSP）に対する12%付加価値税（VAT）の課税に関する実務

的な指釈とガイドラインの公表 

内国歳入庁 (BIR: Bureau of Internal Revenue)は 2025 年 5 月 8 日に、歳入覚書回状 (RMC: 

Revenue Memorandum Circular) No.47-2025を公表した。これは、共和国法第 12023号（RA 12023）

およびその実施細則である RR No. 3-2025 を補足・明確化するものである。主なポイントは以下の通り。 

 NRDSP の登録義務 

 B2B（企業間取引）・B2C（消費者向け取引）を問わず、すべての NRDSP は BIR への登録が必要。

登録は「VAT on Digital Services（VDS）ポータル」または暫定的に「ORUS（Online Registration 

and Update System）」を通じて行う。 

 登録期限は 2025 年 6 月 1 日までとされていたが、6 月１日を過ぎても BIR 側の準備が完了しておらず、

6 月 11 日にようやく 7 月 1 日まで期限を延⾧する旨の公表がされた(RMC No.58-2025)。 

 VAT 申告と納税 

 NRDSP は四半期ごとに VAT 申告書（BIR Form 2550-DS）を提出。 

 B2B取引では、フィリピンの事業者が12%の VATを源泉徴収し、BIRに納付（BIR Form 1600-VT）。 

 B2C 取引では、NRDSP が直接 VAT を計算・申告・納付。 

 請求書の要件 

 フォーマットは自由だが、以下の情報が必須: 

取引日/取引番号/購入者の TIN（B2B の場合）/取引内容の説明/VAT を含む総額（VAT が明示さ

れていない場合は脚注で明記） 

 電子市場（e-marketplace）の扱い 

 支払いを管理している場合、e-marketplace も VAT 納税義務を負う。 

 直接 NRDSP に支払われる場合、e-marketplace は VAT 納税義務を負わないが、サービス料には VAT

が課税。 

 

Fair Consulting New Zealand Limited 

Level 7, 50 Albert Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand 

Web:https://www.faircongrp.com/ 

藤原 裕美（豪州公認会計士）hi.fujiwara@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

 https://youtu.be/3zTNAi5q29s 
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 事前支払いと VAT の扱い 

 2025 年 6 月 2 日以降に提供されるサービスについては、契約が事前に締結・支払済みでも VAT が課税対

象。 

 返金不可 

 B2C として処理された取引が後に B2B と判明しても、NRDSP が誤って納付した VAT は返金不可。ただし、

次期に繰越可能。 

 購入者のステータス確認 

 NRDSP は、購入者が事業者かどうかを確認する義務があり、TIN の取得やアンケート、登録証明書の提出

を求めることができる。 

※上記の通り、すでに新しい取り扱いが開始しているにも拘らず VDS ポータルの手配が完了していないといった BIR 側

の対応の遅さが露呈しており、次にいつどのような内容の通知がなされるかがわからないため、常に最新の情報を確認す

る必要がある。 

 

2. 資本市場効率化促進法（CMEPA:CAPITAL MARKETS EFFICIENCY PROPOTION ACT）

の公表 

同法は、フィリピンの資本市場をより効率的かつ魅力的にするための税制改革法で、2025 年 5 月 29 日に共和国

法第 12214 号として成立した。この法律は、2025 年 7 月 1 日から施行される。CMEPA の主な目的は以下の通

り。 

 資本市場への参加促進:投資コストを下げ、より多くのフィリピン人が投資できる環境を整備。 

 税制の簡素化と公平化:複雑だった受動的所得（利子・配当など）への課税を統一。 

 地域競争力の強化:東南アジア諸国と比べて高かった税率を見直し、投資先としての魅力を向上。 

具体的には、主に以下のようなポイントが改正された。 

 利子所得税:すべての利子所得に対して一律 20%の最終課税(従来は 15~20%でバラバラ) 

 株式譲渡税:上場株式の売却にかかる税率を 0.6%から 0.1%に引き下げ 

 印紙税:株式発行時の印紙税を 1%から 0.75%に引き下げ 

 外国株式の譲渡益課税:15%のキャピタルゲイン税を新たに導入 
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3. ５月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容 

発行日 発行元 通達番号 内容 

5 月 1 日 DOLE 
DEPARTMENT 

ORDER 252-25 

同省令は、共和国法第 11058 号（職業

安全衛生法）の施行規則（IRR）を改正

するものであり、職業安全衛生（OSH）基

準の遵守強化および違反に対する罰則の導

入を目的としている。この省令は、すべての業

種・業界の職場に適用され、雇用主と労働

者が協力して安全かつ健康的な労働環境を

確保することを強調している。 

5 月 2 日 SEC 

SEC NOTICE 

EAMEND SYSTEM 

UPDATE – 

INCLUSION OF 

APPLICATIONS 

FOR INCREASE OF 

AUTHORIZED 

CAPITAL STOCK 

フィリピン国内の株式会社（domestic 

stock corporations）は、SEC（証券取

引委員会）の「eAMEND」ポータルにある

「Regular Application」モジュールを通じ

て、資本金増資の申請が可能となる。 

 

以上 

 

FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC. 

Unit 2103, 21F, Philippine Axa Life Centre, 1286 Sen.Gil Puyat Ave. corner Tindalo St., Makati 

City, Metro Manila, Philippines 1200  

TEL:+63 2 8832 5408 

杉山 陽祐（米国公認会計士・米国税理士）yo.sugiyama@faircongrp.com 

大久保 匠悟（日本公認会計士）sho.okubo@faircongrp.com 

                                       YouTube で動画公開しています。 

                                       https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t 

                            https://youtu.be/eNKqYQsxCS8 

                                        https://youtu.be/JJ5eU-U6x3I 
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 ベトナム  

VAT 法改正について 

1. はじめに 

2024 年 11 月に付加価値税法の改正が国会にて可決され、2025 年 7 月 1 日から施行されます（法律

48/2024/QH15）。今回は、付加価値税法の改正の概要について、簡潔に説明します。 

 

2. 納税者（第 4 条） 

従来の定義に加え、以下の者が新たに納税者として追加 

 ベトナム国外のサプライヤー（恒久的施設を持たず、電子商取引やデジタルビジネスを行うサプライヤー） 

o デジタルプラットフォーム運営者が、国外サプライヤーに代わり源泉徴収および納税 

 電子商取引・プラットフォームの管理者 

o 個人事業主等に代わり源泉徴収および納税代行・税額申告 

 

3. 非課税対象（第 5 条） 

 個人事業主の非課税売上高要件が緩和 

o 年間売上高:1 億 VND 以下 → 2 億 VND 以下 

 非課税対象から除外された項目 

o 肥料、漁船、農業機械等:非課税から 5%課税へ変更 

 

4. VAT の確定時期（第 8 条） 

VAT の確定時期が、法律上明文化 

 製品:所有権・使用権移転時または請求書発行時 

 サービス:提供完了時または請求書発行時 

※いずれも代金の受領有無を問わず確定 

 

5. 税率（第 9 条） 

 0%税率の適用要件が明確化・厳格化 

o 輸出品・サービスは、「輸出生産活動に直接貢献」「非関税地域に直接提供・非関税地域で消

費」等が条件として明文化され、対象が狭まり、10％VAT が課せられる可能性がある 
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6. 仕入付加価値税控除（第 14 条） 

製品・サービスの購入に係る仕入 VAT の控除要件の改正 

 すべての支払に非現金証憑が必要（従来は 2,000 万 VND 以上のみ必要） 

 輸出取引に必要な証憑が追加 

o 契約書・伝票・通関書類に加え、梱包明細・船荷証券・保険証券なども必要 

 

7. 還付手続（第 15 条） 

 投資プロジェクトの還付要件明確化 

o 拡張投資（生産能力増強など）も還付対象に規定 

o 還付申請はプロジェクト完了日から 1 年以内 

o 「完了日」は初めて収益が発生した日（試運転収益などは含まず） 

 5％税率事業者の新還付制度 

o VAT 率 5％の製品・サービスのみ提供する事業者 

o 12 か月または 4 四半期以上、未控除 VAT が 3 億 VND 以上ある場合に還付可 

o 異なる税率を扱う場合は、政府が定める按分率で還付額を算出 

 輸出取引に関する変更 

o 輸入後に第三国への再輸出取引は還付対象外 

o 輸出・国内販売の仕入れ区分が不明な場合、売上比率で按分 

o 還付額の上限は輸出売上の 10%まで、超過分は繰越可 

 還付申請の新条件 

o 仕入先が適正に VAT を申告・納付していることが還付の条件 

 禁止行為の明文化（還付対象外） 

o 架空インボイス、虚偽取引、不正なシステム操作、贈賄など 

 事業再編等の取扱い 

o 解散・破産時の未控除 VAT は還付可能 

o 合併・分割などの再編等時は還付不可 

 

8. おわりに 

本稿では、付加価値税法の改正の概要についてご説明しました。ベトナムでの税務上の取扱いに適切に対処す

るために、付加価値税における懸念事項については、税務専門家へご確認いただくことをお勧めいたします。 

 

以上 
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 マレーシア  

１．2025 年 7 月からの SST 課税対象拡大 

 マレーシアでは、一定の要件を満たす場合、SST（Sales and Service Tax）の課税登録事業者として

Customs の MySST にて事業者登録をして、原則として隔月申告をする必要があります。売上税（Sales Tax）は

特定項目の「製造」に対して課税される仕組みで、主に製造業が対象となります。今回、この「特定項目」の範囲が拡

大されております。サービス税（Service Tax）は「サービス」に対して課税される仕組みで、主にサービス業が対象とな

ります。今回、この「サービス」の範囲が拡大されております。 

 6 月 9 日に SST を所管する Customs から、SST の課税対象範囲を拡大するとの発表がありましたので、その概要

についてまとめます。以下、今後のスケジュール、および売上税・サービス税それぞれの拡大対象についての概要をご参

考ください。 

 

２．今後のスケジュール 

 今後のスケジュールは以下の通りです。 

2025 年 6 月 9 日 :SST 拡大範囲の公表 

 7 月 1 日 :拡大 SST 適用開始 

2026 年 1 月 1 日 :拡大 SST に基づくペナルティ賦課開始 

 

Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company 
■Hanoi Office  
3F, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 
TEL:+ 84 24 3974 4839 
大西 智之 （日本国公認会計士）to.onishi@faircongrp.com 
■Ho Chi Minh Office  
Unit 7, 8th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam 
TEL:+ 84 28 3910 1480 

葉山暁彦 (日本国公認会計士) ak.hayama@faircongrp.com 

山本はるか ha.yamamoto@faircongrp.com 

                           YouTube で動画公開しています。 

                          https://youtu.be/zYl7wJYao7w  
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3．売上税の拡大 

 売上税の拡大対象は以下の通りです（主要品目のみ）。主に高級品に対しての課税が拡大されております。従って、

生活必需品については免税を維持しています。 

 

 

４．サービス税の拡大 

 サービス税の拡大対象は以下の通りです。Group C, H, I の項目は従来の Group に純増項目として追加、Group 

K, L, M は新規 Group です。住居用賃料が対象外となったり、教育についても高価格教育機関のみが対象となった

り、 生活への影響について一定の配慮がされています。 

対象品目（英語） 対象品目（日本語） 旧税率 新税率
King crab タラバガニ 0% 5%

Salmon and Cod サケおよびタラ 0% 5%

Avocado アボカド 0% 5%

Industrial machinery 産業用機械 0% 5%

Bicycles 自転車 0% 5%

Tungsten waste and Scrap タングステン廃棄物 0% 10%

Painting, drawings, Prints and Sculptures 絵画、版画、彫刻 0% 10%

Cruise ships クルーズ船 0% 10%

Aeroplanes 飛行機 0% 10%

Racing bicycles レース用自転車 0% 10%

Clocks and Watches 時計、腕時計 5% 10%

Camera lens and filters カメラレンズ、フィルター 5% 10%
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５．今後の動向 

 売上税、サービス税ともに、高級品や嗜好品、嗜好性の高いサービスに対する課税が強化されています。ただし、生

活への直接的な影響や特に中小企業等への影響、制度実装化のタイミングが急である等を考慮し、各業界団体が抗

議をしている状況です。一旦当局からガイドラインが発出された状況ではありますが、引き続き今後の動向には注意が

必要です。 

以上 

以上 Fair Consulting Malaysia Sdn. Bhd. 

Suite 2B-2-1, Level 2, Tower 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia   

TEL:+ 60 3 2742 7790 

松本 健太朗（日本国公認会計士）ke.matsumoto@faircongrp.com  

池田 莉菜 (日本国公認会計士) ri.ikeda@faircongrp.com 

石井 大輔 (日本国公認会計士) da.ishii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/5aIfxofcfrU 

https://youtu.be/jSdnxYrhBrE 

  

課税グループ 対象サービス（英語） 対象サービス（日本語） 新税率 補足（主要項目のみ）

Group C Wellness Centre リラクゼーション 8%
・マッサージ、アロマテラピー、鍼

治療等が対象。

Group H Finance 金融 8%

・コミッションサービス等が対象。

・医療保険の保険商品、金利は対象

外。

Group I Healthcare 医療 6%

・民間の伝統医療行為、補助的医療

行為等を対象とし、公的なものは対

象外。

Group K  Rental or Leasing レンタル・リース 8%

・いわゆるオペレーティングリース

が対象であり、ファイナンスリース

は対象外。

・住居用賃貸借料は含まない。

Group L Construction Works 建設 6%

・撤去・リノベーション等も対象。

・住居および公的施設に係る建設は

対象外。

Group M Education 教育 6%

・私立学校で、年間60,000MYR以上

の場合は対象。

・言語学校も対象。
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【本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先】 

株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/  

〒104-0045 東京都中央区築地一丁目 12-22 コンワビル 7 階 

TEL:+81-3-3541-6863 

Global RM 部 grm@faircongrp.com 

YouTube チャンネルでも、情報発信しています。チャンネル登録もお願いいたします。

https://www.youtube.com/c/FairConsultingGroup    

 

 

 

 

 

 

 
 

「FCGニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア」の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCGニュースレター東南アジア・インド・オセアニア」で提供し

た内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねます

ので、ご了承ください。 

新興国の会計業務で陥りやすいリスクとグローバルアウトソーシング 

https://youtu.be/Qs4lTYipokM 

【2025 年度版】フェアコンサルティングのご紹介【日本発の会計事務所系

グローバルコンサル】 

https://youtu.be/Howt0CMVSxY 


